
１４　根室海区漁業調整委員会指示

第 1 号 平成25年 　根室管内標津町の忠 あ根室管内標津町の忠類川 平成25年8月10日から

7月30日 類川河口付近における 河口付近で、別表（34Ｐ 同年10月31日まで

さけ・ます採捕につい 参照）に掲げる区域、右欄

て漁業法（昭和24年法 に掲げる期間は「さけ・

律第267号）第67条第1 ます」を採捕してはなら

項の規定に基づき指示 ない。

する。 あただし、北海道海面漁業

調整規則第45条の規定によ

り、知事の許可を受けた者

が採捕する場合は、この限

りではない。

第 2 号 平成25年 あ野付湾内におけるさ あ野付半島の国土地理院2 平成25年8月20日から あ制限区域におけ

7月30日 け・ます採捕の制限に 等三角点「野付」の点、新 同年10月31日まで る「船舶」を使用

ついて、漁業法（昭和 所の島の西端の点、及び尾 して行う「釣漁法」

24年法律第267号）第6 岱沼漁港南防波堤南東角の による「さけ・ま

7条第1項の規定に基 点を順次結んだ線及び最大 す」の採捕をして

づき指示する。 高潮時海岸線によって囲ま はならない。

れた野付湾内の区域（37Ｐ

別図②参照）

第 3 号 平成25年 あニシン資源の保護を あ根室振興局管内風蓮湖内 平成25年9月20日から

7月30日 図るため、漁業法（昭 の基点1から基点46の各点を 同年12月31日まで

和24年法律第267号） 結ぶ線と基点46と基点1を

第67条第1項の規定に 結ぶ線に囲まれた区域にお

基づき指示する。 いてはニシンを採捕しては

ならない。（37Ｐ別図③参

照）

第 4 号 平成25年 あ根室海峡北部海域に あ斜里町と羅臼町の境界線 平成25年8月20日から あ定置漁業の保護

7月30日 おける定置漁業の保護 と最大高潮時海岸線との交 同年11月30日まで 区域内においては、

について、漁業法（昭 点から真方位32度30分の線 水産動植物の採捕

和24年法律第267号） と国土地理院3等三角点 を行ってはならな

第67条第1項の規定に 「原賛」から真方位69度30 い。

基づき指示する。 分の線に囲まれた海域（37 あただし、羅臼町

Ｐ別図①参照）に敷設され 地先海域における

ている定置漁具から300メー 船外機船によるイ

トル以内の区域とする。 カ釣り漁業は除く。
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